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荀
子
の
思
想
が
孔
子
の
儒
家
の
博
統
を
織
承
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
し
か
し
一
口
に
儒
家
思
想
と
は
云
っ

て
も
、
孔
子
・
孟
子
・
荀
子
の
思
想
を
一
概
に
論
ず
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
王
道
政
治
の
根
本
原
則
と
し
て
、

荀
子
は
し
ば
し
ば
尊
賢
使
能
、
隆
轄
敬
士
、
平
政
愛
民
を
云
う

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
は
儒
家
の
個
統
の
う
ち
に
あ
っ
て
決
し
て

特
異
な
も
の
で
な
い
と
同
時
に
、
や
は
り
荀
子
に
は
荀
子
と
し
て

の
特
色
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
の
「
賢
者
を
尊
び
オ

能
あ
る
者
を
學
用
せ
よ
」
は
、
孔
．
孟
・
荀
三
者
の
等
し
く
主
張

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
強
さ
、
あ
る
い
は
「
親

親
」
の
原
理
と
の
闊
係
は
決
し
て
同
一
で
は
な
い
。
ま
し
て
「
園

の
運
命
は
證
に
係
っ
て
お
り
、
王
者
と
は
隠
を
隆
ぶ
者
」
と
云

い
、
「
膿
こ
そ
は
人
道
の
極
み
」
と
云
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
荀
子
の
み
で
あ
る
。
第
二
の
「
隆
義
敬
士
」
の
一
條
に
、
荀

荀

の
思
想
の
特
色
が
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
に
闊
連
し
て
、
三
者
の
「
愛
民
」
の
思
想
の
差
異

も
ま
た
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
つ
て
孔
子
は
、
汎
＜
衆
民

に
施
す
こ
と
を
至
難
の
こ
と
と
し
、
個
々
の
他
人
を
立
て
る
こ
と

を
「
仁
の
方
」
と
し
な
が
ら
も
、
為
政
者
に
封
し
て
直
接
民
一
般

Q
 

を
愛
す
る
よ
う
に
と
説
く
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
孟
子

は
、
仁
の
愛
を
直
接
民
に
結
び
つ
け
、
こ
れ
を
全
臆
祉
會
の
政
治

的
な
倫
理
と
し
て
強
調
し
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、
政
治
の
技
術
的

な
側
面
に
目
を
向
け
る
荀
子
は
、
政
治
の
場
に
於
て
は
、
道
義
的

心
情
を
主
と
す
る
仁
愛
よ
り
は
、
外
的
規
範
と
し
て
の
性
格
が
強

い
轄
義
の
方
を
重
ん
ず
べ
き
だ
と
考
え
た
。
徳
治
主
義
と
い
う
原

則
に
愛
り
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
祉
會
的
政
治
的
な
問
題
に
野

す
る
酎
應
の
し
方
に
は
、
か
な
り
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る。

一
者
を
通
観
す
る
と
、
孔
子
以
束
の
、
前
代
の
遣
風
が
影

を
ひ
そ
め
て
新
し
い
祉
會
組
織
を
要
請
し
つ
つ
あ
る
時
代
の
推
移

松

ー
喜
耽
會
政
治
思
想
的
意
義
か
ら
み
た
一
考
察
ー
|

子

荀

子

の

膿

詭

の

薦

説

代

尚
七
四

江



が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
中
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
有
様
を
讀

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
於
て
、
荀
子
の
義

説
は
、
唯
に
荀
子
の
祉
會
政
治
思
想
の
精
華
と
云
う
よ
り
は
、
孔

子
以
来
の
儒
家
の
ゆ
き
つ
い
た
祉
會
政
治
思
想
の
―
つ
の
典
型
な

の
で
あ
る
。

注
①
故
人
之
命
在
天
、
國
之
命
在
證
、
人
君
者
、
隆
證
尊
賢
而
王
、

重
法
愛
民
而
綱
、
（
強
國
）

證
者
人
道
之
極
也
、
（
證
論
）

⑨
子
貢
曰
、
如
有
博
施
於
民
而
能
渭
衆
、
何
如
、
子
曰
、
何
事
於

仁
、
必
也
聖
乎
、
党
舜
其
猶
病
諸
、
夫
仁
者
、
己
欲
立
而
立
人
、

己
欲
達
而
逹
人
、
能
近
取
詈
、
可
謂
仁
之
方
也
已
、
（
論
語
、
癖

也）

荀
子
の
證
説
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
先
ず
、

人
性
説
に
燭
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

彼
の
論
ず
る
人
性
説
に
於
て
、
性
は
第
一
に
天
生
の
原
始
的
な

素
材
で
あ
る
。
郎
ち
性
は
、
生
そ
の
も
の
の
根
披
で
あ
り
、
天
の

自
然
に
な
る
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
姿
で
あ
る
。
「
空
腹
に
な
る

と
食
を
得
た
い
と
思
い
、
寒
い
と
媛
ま
り
た
い
と
思
い
、
疲
榜
す

る
と
休
息
し
た
い
と
思
う
。
」
—
こ
う
い
う
人
間
の
本
能
的
な
欲

羞
を
、
天
賦
の
性
情
と
認
め
て
、
「
性
」
と
云
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
、
性
は
悪
だ
と
云
う
の
は
何
故
か
。
人
間
の

荀

子

の

證

説

そ
の
基
礎
に
あ
る

七
五

性
が
天
賦
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
所
呉
の
も
の
と
し

て
、
善
悪
を
超
え
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
ー
そ
し

て
質
際
、
荀
子
の
性
悪
論
を
仔
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
彼
に
人

間
の
欲
望
を
頭
か
ら
否
定
し
去
る
氣
持
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
、
反
っ
て
孟
子
の
性
善
説
な
ど
か
ら
す
れ
ば
否
定
し
去
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
欲
羞
を
天
賦
の
も
の

と
し
て
容
認
し
よ
う
と
す
る
所
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
墨
子
の
節
用
を
「
祉
會
を
貪
窮
に
追
い
や
る
も
の
」
と
見
、

「
民
衆
を
統
一
す
る
た
め
に
は
、
人
々
の
欲
悪
に
よ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
す
る
荀
子
は
、
欲
望
を
正
嘗
な
も
の
と
認
め
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
欲
羞
肯
定
の
思
想
を
根
底
に
し

て
、
彼
の
欲
羞
制
御
の
主
張
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
。
「
人
に
は
生
ま
れ
つ
ぎ
欲
が
あ
る
が
、
欲
し
て

得
ら
れ
な
い
と
、
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
求
め
て
そ
こ
に
極

ま
り
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
争
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
争
う

と
乱
れ
、
乱
れ
る
と
ゆ
き
、
‘
つ
ま
っ
て
終
う
。
」
ー
彼
の
憂
え
る
の

は
、
こ
の
ゆ
き
づ
ま
り
に
よ
っ
て
祉
會
の
秩
序
が
破
壊
さ
れ
、
欲

羞
の
充
足
が
反
っ
て
盆
々
困
難
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
性
悪

を
云
う
の
は
、
社
會
性
と
い
う
観
貼
か
ら
見
て
、
人
間
を
自
然
朕

態
に
放
置
し
て
お
く
の
は
よ
く
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
彼

が
性
は
悪
だ
と
云
う
時
の
性
は
、
自
然
状
態
に
あ
る
人
間
が
、
自

覺
し
て
い
る
道
徳
法
を
退
け
て
、
感
覺
的
な
衝
動
に
従
お
う
と
す



荀

子

の

證

説

る
生
ま
れ
つ
き
の
傾
向
性
を
指
し
て
い
る
、
と
云
っ
て
よ
い
。

換
言
す
れ
ば
、
彼
は
、
人
間
を
本
来
世
俗
的
な
闘
心
を
も
つ
動

物
と
見
、
人
間
を
動
か
す
員
の
力
は
情
欲
に
他
な
ら
な
い
、
と
考

え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
「
自
然
朕
態
に
放
置
す
れ
ば
、
子
が
父

に
誤
り
、
弟
が
兄
に
議
る
こ
と
も
な
い
。
」
「
人
々
が
生
ま
れ
な
が

ら
の
欲
差
と
嫌
悪
と
に
従
う
限
り
、
争
奪
疾
悪
が
生
じ
て
、
僻
譲

忠
信
は
亡
び
る
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
祉
會
性
と
い
う
観

貼
か
ら
特
に
性
の
問
題
を
取
り
あ
げ
、
そ
こ
に
彼
獨
自
の
性
悪
論

を
展
開
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
性
悪
論
が
、
そ
の
後
の
彼
の

説
思
想
の
性
格
を
決
定
す
る
重
要
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
荀
子
の
人
間
観
・
祉
會
観
が
、
こ
の
よ
う
に
孔
．
孟
の
そ

れ
と
は
か
な
り
異
っ
て
い
る
と
い
う
事
質
が
一
睦
何
に
起
因
す
る

の
か
、
そ
の
主
要
は
原
因
の
一
っ
と
し
て
、
我
々
は
先
ず
、
彼
の

置
か
れ
た
歴
史
的
な
欣
況
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
ね
ば
な
ら
な

、。し
孔
子
は
か
つ
て
「
鳥
獣
と
群
を
同
じ
う
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

人
は
常
に
人
と
共
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
云
っ
た
が
、
こ
こ

で
孔
子
の
重
ん
じ
た
人
間
闊
係
と
は
、
自
然
的
直
接
的
な
結
合
に

も
と
づ
く
、
家
族
や
村
落
や
都
市
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
親
に
孝
、

兄
弟
に
友
」
を
為
政
だ
と
云
う
孔
子
の
心
の
底
に
は
、
親
密
な
共

同
臆
や
制
度
や
普
遍
的
精
誹
な
ど
と
し
て
、
人
間
と
人
間
と
の
自

明
的
な
結
合
が
存
在
し
た
「
古
き
よ
き
時
代
」
の
精
誹
が
生
き
て

い
に
。
し
か
し
荀
子
は
、
「
力
ぱ
牛
に
及
ば
ず
、
走
る
こ
と
も
馬

に
及
ば
な
い
人
間
が
、
反
っ
て
牛
馬
を
使
役
す
る
こ
と
の
で
き
る

の
は
何
故
か
」
と
い
う
問
に
封
し
て
、
「
人
間
ぱ
集
ま
っ
て
祉
會

生
活
を
螢
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
牛
馬
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
か

ら
だ
」
と
答
え
て
、
人
間
が
よ
く
群
居
す
る
と
い
う
こ
と
を
高
く

固

評
債
す
る
。
だ
が
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
人
間
の
結
合
は
、
自

然
的
博
統
的
な
孔
子
の
そ
れ
と
は
異
り
、
よ
り
間
接
的
人
為
的
な

も
の
で
あ
る
。

彼
は
人
間
が
集
っ
て
社
會
生
活
を
督
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
を
高
く
評
債
す
る
が
、
そ
れ
が
上
手
く
ゆ
く
か
ど
う
か
は
、

勿
論
人
間
の
後
天
的
な
努
力
の
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
。
何
故
な

ら
、
自
然
朕
態
に
放
置
す
れ
ば
、
必
ず
「
強
者
が
弱
者
を
迫
害
し

て
奪
い
、
大
き
い
集
園
が
小
さ
い
集
園
に
胤
暴
し
て
四
散
さ
せ
、

天
下
が
胤
れ
亡
び
る
」
か
ら
、
性
は
常
に
悪
で
、
善
は
個
（
人
為
）

に
よ
っ
て
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
君
と
は
「
人
々
を

よ
く
群
居
さ
せ
」
て
、
善
政
を
行
な
う
べ
き
者
と
み
な
さ
れ
、
そ

こ
に
は
孔
子
の
「
無
為
に
し
て
治
め
る
」
政
治
を
讃
美
す
る
餘
地

は
な
く
な
る
。
従
っ
て
「
天
が
君
を
立
て
る
の
は
民
衆
の
た
め
で

あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
は
、
「
民
を
貴
し
と
し
て
、
君
を
軽
し

と
す
る
」
孟
子
の
王
道
論
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
員
に
意
味

し
て
い
る
と
こ
ろ
ぱ
餘
程
ホ
ッ
ブ
ス
の
社
會
契
約
説
に
近
い
も
の

七
六



で
あ
る
。

そ
し
て
の
こ
の
よ
う
な
祉
會
観
が
、
戦
國
末
期
の
現
質
の

祉
會
朕
勢
の
反
映
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
嘗
時
は
、

う
ち
績
く
戦
鳳
の
中
で
人
心
は
荒
麿
し
、
弱
肉
強
食
が
世
の
習
い

と
な
る
に
つ
れ
て
、
貨
束
の
典
章
制
度
か
全
く
崩
壊
し
つ
つ
あ
っ

た
。
荀
子
の
時
代
に
は
、
孔
子
の
頃
に
は
な
お
現
質
に
生
き
て
い

た
自
明
的
な
血
緑
的
身
分
的
結
合
が
失
わ
れ
て
、
現
質
社
會
そ
の

も
の
が
、
よ
り
合
理
的
で
近
代
的
な
利
盆
祉
會
化
へ
の
道
を
辿
り

つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
、
こ
う
い

う
現
賓
の
推
移
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
争
い
は
欲
悪
の
同
じ
人
間
が
平
等
で
あ
る
こ
と
か

ら
生
ず
る
。
「
人
間
の
生
れ
つ
き
は
固
よ
り
小
人
」
で
あ
り
、
「
天

子
の
高
貴
さ
と
天
下
を
保
有
す
る
富
裕
さ
と
は
、
人
情
と
し
て
誰

し
も
羞
む
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
欲
羞
を
放
縦
に
さ
せ
た

な
ら
ば
、
情
勢
は
許
さ
な
い
し
、
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
劉
象
物
も

そ
れ
だ
け
十
分
で
は
あ
り
え
な
い
」
。
だ
か
ら
人
は
、
一
方
で
は

自
ら
努
め
て
「
髪
故
に
起
り
脩
為
に
成
」
り
、
他
方
で
は
長
幼
の

差
、
貧
富
貴
賤
の
等
、
知
愚
能
不
能
の
分
を
以
っ
て
設
け
ら
れ

た
、
各
人
の
社
會
的
な
身
分
の
差
に
應
じ
て
、
仕
事
と
物
質
的
な

分
配
に
爽
る
。
ー
「
身
分
の
高
い
も
の
同
志
で
は
、
ど
ち
ら
か
ら

も
相
手
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
の
が
、
彼
の
持
論

荀

子

の

慇

説

七
七

で
あ
る
。

従
っ
て
彼
の
説
く
倫
理
は
、
明
ら
か
に
身
分
制
祉
會
の
身
分
的

倫
理
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に
は
、
「
祭
祀
の
意
義
は
、
聖
人
は

明
ら
か
に
こ
れ
を
知
り
、
士
君
子
は
安
ん
じ
て
こ
れ
を
行
い
、
役

人
は
こ
れ
を
役
目
と
し
て
大
切
に
し
、
一
般
民
衆
ぱ
こ
れ
を
習
俗

と
し
て
い
る
」
と
云
い
、
「
人
道
で
あ
る
は
ず
の
祭
祀
を
鬼
事
と

し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
民
衆
」
を
、
そ
の
ま
ま
呪
術
や
迷
信
の

「
嵐
術
の
園
」
に
閉
じ
こ
め
て
お
い
て
使
役
だ
け
す
る
と
い
う
、

御
都
合
主
義
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
大
衆
の
宗
敦
意
識

を
少
敷
の
君
子
の
そ
れ
と
は
別
物
だ
と
し
、
そ
の
習
俗
的
な
宗
敦

的
雰
園
氣
を
政
治
に
利
用
す
る
や
り
方
が
、
荀
子
に
於
て
極
め
て

意
識
的
に
現
わ
れ
て
来
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
債
す
る
。
こ
こ
に

於
て
、
所
謂
宗
敦
の
二
重
構
造
の
中
で
、
は
っ
き
り
と
儒
敦
が
支

配
層
に
結
び
つ
く
宗
敦
意
識
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
儒
敦
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
―
つ
の
身
分
倫
理
、
そ

れ
も
諮
書
人
的
敦
養
が
高
く
、
獨
自
な
合
理
主
義
的
生
活
態
度
を

も
つ
官
僚
層
の
身
分
倫
理
だ
と
説
明
し
て
い
る
が
、
確
か
に
荀
子

の
倫
理
説
は
、
債
値
そ
の
も
の
よ
り
は
政
治
に
劉
す
る
効
用
を
重

園

ん
ず
る
、
官
僚
層
の
身
分
倫
理
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
の
身
分
倫
理
は
、
そ
の
本
質
上
、
社
會

構
造
の
固
定
化
を
も
た
ら
す
方
向
に
働
き
や
す
い
一
面
を
有
し
て



荀

子

の

證

説

い
た
。
し
か
し
そ
の
彼
が
決
し
て
、
階
級
的
身
分
を
父
子
相
博
に

よ
っ
て
世
襲
し
て
麦
ら
な
い
、
固
定
的
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
周
知
の
事
賓
で
あ
る
。
「
王
公
士
大
夫
の

子
孫
で
あ
っ
て
も
、
よ
く
膿
義
に
動
む
者
で
な
け
れ
ば
庶
民
に

し
、
庶
民
の
子
孫
で
あ
っ
て
も
よ
く
膿
義
に
勘
め
ば
、
卿
相
士
大

夫
に
す
る
」
と
云
う
彼
の
能
力
主
義
は
、
か
な
り
徹
底
し
て
い

た
。
従
っ
て
、
一
方
で
祉
會
構
造
を
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
動
き

が
あ
り
、
他
方
で
は
祉
會
を
不
断
に
流
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
こ
の
矛
盾
が
、
荀
子
の
内
部
に
於
て
ど
の
よ
う
な
闊

連
を
有
し
て
い
た
か
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
か
な
り

徹
底
し
た
能
力
主
義
を
と
る
彼
が
結
局
身
分
制
祉
會
の
身
分
的
倫

理
と
い
う
枠
を
決
し
て
逸
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
、
積
侶
を
重
ん
じ
て
人
間
の
主
罷
性
と
能
動
性
を
高
く
評
債
す

る
彼
の
思
想
か
、
結
局
支
配
層
に
最
も
結
び
つ
き
や
す
い
性
格
を

帯
び
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
は
一
餞
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
た
め
に
は
、
我
々
は
彼
の
天
道
・
人
道
観
を
想
起
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

さ
て
荀
子
は
、
「
天
這
は
一
定
で
あ
り
、
党
の
た
め
に
存
し
、

徘
の
た
め
に
亡
び
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
と
、
天
道
と
人
道

と
を
完
全
に
分
離
し
、
自
然
主
義
的
天
道
観
と
無
紳
論
的
立
場
を

表
明
す
る
。
即
ち
「
天
地
の
愛
は
自
然
現
象
で
あ
り
、
恐
れ
る
べ

き
災
害
は
人
災
で
あ
っ
て
、
自
然
現
象
に
は
闘
係
が
な
く
」
、
「
人

間
的
な
努
力
を
捨
て
て
、
天
を
思
慕
す
る
の
は
無
盆
だ
」
と
云
う

の
だ
か
ら
、
そ
の
人
道
を
人
道
と
し
て
説
く
態
度
ぱ
徹
底
し
て
お

り
、
そ
こ
に
は
呪
術
や
迷
信
や
無
氣
力
な
宿
命
観
の
入
り
こ
む
餘

箇

地
が
な
い
。
人
間
の
主
橙
性
と
人
類
の
能
動
性
が
強
調
さ
れ
て
、

人
間
は
そ
の
後
天
的
努
力
の
如
何
に
よ
っ
て
、
原
理
上
無
限
に
近

い
完
成
の
域
に
近
づ
い
て
ゆ
く
能
力
を
保
證
さ
れ
て
い
る
。
傭
統

的
な
考
え
方
に
支
配
さ
れ
た
古
代
人
の
蒙
昧
さ
を
啓
い
て
、
人
間

的
な
自
覺
に
逹
し
た
孔
子
以
来
の
側
統
を
受
け
網
ぎ
な
が
ら
、
荀

子
は
こ
れ
を
一
歩
進
め
て
人
間
の
獨
立
性
を
強
調
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
現
賀
に
個
人
の
能
力
を
尊
重
し
、
偲

統
的
な
薔
祉
會
の
束
縛
か
ら
人
々
を
解
放
す
る
革
新
的
な
力
と
な

り
え
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
い
う
無
誹
論
的
な
立
場
に

立
っ
て
、
偲
統
的
な
誹
櫂
思
想
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
自
ら
政
治
に

於
け
る
責
任
の
所
在
も
明
ら
か
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の

革
命
的
な
精
誹
は
一
層
張
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
人
間
を
あ
ら
ゆ
る
誹
學
的
装
飾

を
か
な
ぐ
り
捨
て
た
所
に
捉
え
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
視
線
は
自

ら
た
だ
世
俗
生
活
の
内
部
に
限
定
さ
れ
、
人
間
の
全
骸
と
し
て
の

姿
が
見
失
わ
れ
や
す
い
危
瞼
が
あ
っ
た
。
あ
る
が
ま
ま
の
感
性
的

な
人
間
が
肯
定
さ
れ
て
、
視
線
が
日
常
的
な
生
活
を
超
越
し
た
所

に
ま
で
は
居
き
難
い
息
い
が
あ
る
。
ま
た
、
天
に
到
し
て
罪
を
負

う
こ
と
の
な
く
な
っ
た
人
間
は
、
人
間
の
倫
理
を
た
だ
人
間
の
立

七
八
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場
か
ら
の
人
説
い
て
、
そ
の
結
果
、
祉
會
的
な
他
統
や
秩
序
や
調

和
を
破
る
こ
と
だ
け
が
罪
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
る
。

こ
う
し
て
、
現
賓
の
祉
會
秩
序
を
根
底
か
ら
否
定
し
覆
す
と
か
、

現
質
の
人
間
闊
係
を
一
旦
白
紙
に
戻
し
て
見
る
と
か
い
う
ふ
う
な

態
度
が
、
彼
の
倫
理
説
に
は
稀
薄
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
、

世
界
に
到
立
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
獨
立
性
の
餓
如
が
、
彼

の
革
新
的
な
力
を
身
分
倫
理
の
枠
の
内
に
止
め
る
こ
と
と
な
っ
た

と
云
え
る
。
彼
は
氏
族
・
家
族
・
親
子
の
古
い
血
緑
闊
係
に
縛
ら

れ
て
、
結
局
、
血
縁
的
家
父
長
的
な
儒
敦
倫
理
の
枠
を
乗
り
こ
え

g
 

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

性
者
本
始
材
朴
也
、
個
者
文
理
隆
盛
也
、
（
證
論
）

生
之
所
以
然
者
、
謂
之
性
、
性
之
和
所
生
、
精
合
惑
應
、
不
事

而
自
然
、
謂
之
性
、
（
正
名
）

性
者
天
之
就
也
、
情
者
性
之
質
也
、
欲
者
惜
之
應
也
、
（
性
悪
）

凡
人
有
所
一
同
、
飢
而
欲
食
、
寒
而
欲
媛
、
努
而
欲
休
、
好
利

悪
害
、
是
人
之
所
生
而
有
也
、
（
榮
辱
）

③
人
生
而
有
欲
、
欲
而
不
得
、
則
不
能
無
求
、
求
而
無
度
批
分
界
、

則
不
能
不
争
、
争
則
胤
、
胤
則
窮
：
．．．． 
是
證
之
所
起
也
（
轄
論
）

墨
子
之
節
用
也
、
則
使
天
下
貧
…
・
：
故
先
王
聖
人
為
之
不
然
、

知
夫
為
人
主
上
者
、
不
美
不
飾
之
不
足
以
一
民
也
、
不
富
不
厚
之

不
足
以
管
下
也
、
不
威
不
強
之
不
足
以
禁
暴
膀
憚
也
…
…
使
天
下

生
民
之
脳
、
皆
知
己
之
所
願
欲
之
攀
在
是
子
也
、
故
其
買
行
、
皆

己
之
所
畏
恐
之
拳
在
是
子
也
、
故
其
罰
威
、
（
富
國
）

七
九

…
…
故
證
者
養
也
、
（
麿
論
）

切
人
之
謡
細
、
其
善
者
偽
也
、
今
人
之
性
、
生
而
有
好
利
焉
、
順

是
、
故
争
奪
生
而
辞
譲
亡
焉
…
…
（
性
悪
）

夫
子
之
誤
乎
父
、
弟
之
誤
乎
兄
、
子
之
代
乎
父
、
弟
之
代
乎
兄
、

此
二
行
者
、
皆
反
於
性
而
惇
於
情
也
、
然
而
孝
子
之
道
、
證
義
之

文
理
也
、
（
性
悪
）

い
鳥
獣
不
可
典
同
群
、
吾
非
期
人
之
徒
典
而
誰
典
、
（
論
語
、
徽
子
）

書
云
、
孝
乎
、
惟
孝
、
友
子
兄
弟
、
施
於
有
政
、
是
亦
為
政
、

笑
其
為
為
政
、
（
論
語
、
為
政
）

伺
力
不
若
牛
、
走
不
若
馬
、
而
牛
馬
為
用
何
也
、
曰
、
人
能
群
、

彼
不
能
群
也
、
人
何
以
能
群
、
曰
、
分
、
分
何
以
能
行
、
曰
、
義
、

故
以
義
分
則
和
、
和
則
一
、
一
則
多
力
、
多
力
則
強
、
強
則
勝

物
、
（
王
制
）

彼
は
共
同
し
て
事
を
な
す
多
力
を
、
高
く
評
債
し
て
い
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
本
性
上
反
祉
會
的
な
人
間
を
如
何
に
し
て
よ
く
群
居

さ
せ
る
か
が
、
彼
の
主
要
な
闘
心
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑩
・
:
・
：
若
是
、
則
夫
強
者
害
弱
而
奪
之
、
衆
者
暴
寡
而
誹
之
、
天

下
之
惇
胤
而
相
亡
、
不
待
頃
突
、
用
此
賎
之
、
然
則
人
之
性
悲
明

失
、
其
善
者
檎
也
、
（
性
悪
）

君
者
善
群
也
、
（
王
制
）

君
者
何
也
、
曰
、
能
群
也
、
能
群
也
者
何
也
、
曰
、
善
生
養
人

者
也
、
善
班
治
人
有
也
、
善
顕
設
人
者
也
、
善
藩
飾
人
者
也
、
善

生
養
人
者
人
親
之
、
善
班
治
人
者
人
安
之
、
…
・
：
四
統
者
倶
、
而

天
下
蹄
之
、
夫
是
之
謂
能
群
、
・
・
・
・
・
・
四
統
者
亡
、
而
天
下
去
之
、
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夫
是
之
謂
匹
夫
、
（
君
道
）

孟
子
日
、
民
為
貴
、
祉
稜
次
之
、
君
為
軽
、
（
孟
子
、
壷
心
）

天
之
生
民
、
非
為
君
、
天
之
立
君
、
以
為
民
也
、
故
古
者
列
地

建
凰
、
非
以
貴
諸
侯
而
已
、
…
…
（
大
略
）

彼
に
よ
れ
ば
、
君
主
と
は
よ
く
衆
人
を
集
め
る
者
で
あ
っ
て
、

人
々
を
よ
く
生
養
、
班
治
す
る
こ
と
の
で
き
る
君
主
だ
け
が
、
君

主
と
し
て
の
資
格
を
認
め
ら
れ
た
。

り
奥
舜
者
、
非
生
而
具
者
也
、
夫
起
於
焚
故
、
成
乎
修
為
、
待
盛

而
後
備
者
也
、
人
之
生
固
小
人
、
無
師
無
法
、
則
唯
利
之
見
耳
…

…
（
榮
辱
）

夫
貴
為
天
子
、
富
有
天
下
、
是
人
惜
之
所
同
欲
也
、
然
則
従
人

之
欲
、
則
執
不
能
容
、
物
不
能
贈
也
、
故
先
王
案
為
之
制
證
義
以

分
之
、
使
有
質
賤
之
等
、
長
幼
之
差
、
知
愚
能
不
能
之
分
、
•
•
…
•

故
聖
人
者
人
之
所
積
而
致
突
、
（
性
悪
）

分
均
則
不
偏
、
執
齊
則
不
壺
、
衆
齊
則
不
使
、
…
…
夫
雨
貴
之

不
能
相
事
、
雨
賤
之
不
能
相
使
、
是
天
之
数
也
、
（
王
制
）

⑱
故
曰
、
祭
者
志
意
思
慕
之
情
也
、
…
…
聖
人
明
知
之
、
士
君
子

安
行
之
、
官
人
以
為
守
、
百
姓
以
成
俗
、
其
在
君
子
、
以
為
人
道

也
、
其
在
百
姓
、
以
為
鬼
事
也
、
（
膿
論
）

人
主
得
使
人
為
之
、
匹
夫
則
無
所
移
之
、
百
畝
一
守
、
事
業
窮

無
所
移
之
也
、
（
王
綱
）

農
精
於
田
而
不
可
以
為
田
師
、
エ
買
亦
然
、
（
大
略
）

「
民
衆
は
従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
理
由
を
理
解
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
、
孔
子
の
意
も
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
祭
祀
の
場
合
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
こ
れ

を
人
道
的
意
義
に
於
て
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
孔
子
以

来
の
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
が
、
孔
子
の
時
代
に
於
て
は
、
呪
術
の

世
界
か
ら
の
解
放
は
未
だ
不
宇
全
で
あ
っ
た
か
ら
、
原
始
宗
敦
的

な
色
彩
も
な
お
完
全
に
は
彿
拭
さ
れ
て
お
ら
ず
、
祭
祀
本
来
の
意

義
も
多
少
と
も
残
存
し
た
。
祭
祀
を
統
治
の
手
段
と
し
て
、
意
識

的
に
利
用
す
る
や
り
方
は
、
何
と
云
っ
て
も
荀
子
に
於
て
濃
厚
に

な
り
始
め
た
こ
と
だ
と
云
っ
て
よ
い
。

⑨

M
a
x
 W
e
b
e
r
,
 
K
o
n
f
u
z
i
a
n
i
s
m
u
s
 u
n
d
 T
a
o
i
s
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s
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in 
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s
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s
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R
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細
谷
徳
三
郎
瞬
「
儒
敦
と
道
敦
」

⑩
雖
王
公
士
大
夫
之
子
孫
、
不
能
謁
於
轄
義
、
則
蹄
庶
人
、
雖
庶

人
之
子
孫
、
積
文
學
、
正
身
行
、
能
廊
於
轄
義
、
則
蹄
之
卿
相
士

大
夫
、
（
王
制
）

故
刑
常
罪
則
威
、
不
嘗
則
侮
、
爵
嘗
賢
則
貴
、
不
嘗
賢
則
賤
…

…
以
族
論
罪
、
以
世
學
賢
、
雖
欲
無
軋
、
得
乎
哉
、
（
君
子
）

⑪
天
行
有
常
、
不
為
発
存
、
不
為
築
亡
、
（
天
論
）

夫
星
之
隊
、
木
之
鳴
、
是
天
地
之
髪
、
陰
陽
之
化
、
物
之
竿
至

者
也
、
怪
之
可
也
、
而
畏
之
非
也
、
物
之
已
至
者
、
人
祇
可
畏

也
、
（
天
論
）

大
天
而
思
之
、
執
典
物
富
而
制
之
、
従
天
而
頌
之
、
敦
典
制
天

命
而
用
之
、
：
‘

．．． 
故
錯
人
而
思
天
、
失
萬
物
之
情
也
、
（
天
論
）

⑫
曾
子
曰
、
無
内
人
之
疏
、
而
外
人
之
疏
、
（
法
行
）

賢
齊
則
其
親
者
先
貴
、
能
齊
則
其
故
者
先
官
、
（
富
國
）
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荀

子

の

證

諒

賢
者
を
賢
者
と
し
て
尊
ぶ
義
に
よ
る
秩
序
と
並
ん
で
、
親
を
親

と
し
、
故
を
故
と
す
る
仁
愛
に
よ
る
差
別
は
、
葡
子
に
於
て
も
や

は
り
大
切
な
事
柄
で
あ
っ
た
。
七
十
一
國
の
う
ち
姫
姓
の
み
で
五

十
三
國
を
占
め
さ
せ
た
周
公
は
、
こ
こ
で
も
非
難
さ
れ
て
は
い
な

、。し

荀
子
が
證
義
法
度
を
尊
重
す
る
の
は
、
そ
の
祉
會
的
政
治
的
な

効
用
の
た
め
で
あ
る
。
「
自
分
の
欲
し
な
い
こ
と
は
、
他
人
に
封

し
一
●
も
す
る
な
」
と
い
う
仁
の
精
誹
は
、
そ
れ
が
一
般
に
尊
重
さ

れ
る
な
ら
ば
全
て
の
者
を
幸
面
に
す
る
だ
ろ
う
ー
荀
子
ぱ
そ
れ
を

疑
う
諄
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
人
々
が
自
己
の
利

盆
を
度
外
視
し
て
、
こ
れ
を
行
為
の
準
則
と
し
て
守
る
だ
ろ
う
保

證
は
な
い
。
彼
は
證
に
於
て
、
行
為
の
規
範
と
し
て
の
、
よ
り
客

観
的
で
現
質
的
な
効
用
を
期
待
し
た
い
と
考
え
た
。
た
と
え
ば
三

年
の
喪
は
、
も
と
喪
祭
の
一
環
と
し
て
、
明
ら
か
に
原
始
的
な
宗

敦
心
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
子
の
親
に
劉
す
る
恩
愛
の

情
に
結
び
つ
け
て
説
明
し
、
習
俗
で
は
な
く
自
覺
的
な
人
間
の
道

徳
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
の
は
孔
子
だ
。
従
っ
て
三
年
の
喪
を
鬼

事
で
は
な
く
、
人
事
と
し
て
意
識
し
て
い
る
と
い
う
黙
で
は
、
孔

子
も
荀
子
も
愛
り
は
な
い
。
し
か
し
、
三
年
の
期
間
は
長
す
ぎ
る

と
云
う
宰
我
に
到
す
る
孔
子
の
返
答
か
ら
す
れ
ば
、
轄
の
形
式
に

従
う
か
否
か
は
、
孔
子
に
於
て
は
多
分
に
個
人
的
な
問
題
と
み
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
そ
し
て
こ
の
貼
に
於
て
、
「
そ
う
い

う
愚
語
淫
邪
の
人
の
薄
情
さ
を
放
っ
て
お
い
て
、
人
間
と
し
て
共

に
平
和
な
共
同
生
活
を
螢
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
云
う

荀
子
の
立
場
は
異
っ
て
い
る
。
膿
が
社
會
意
志
と
し
て
の
一
面
を

強
調
さ
れ
、
そ
の
形
式
性
を
強
め
て
束
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ

る。
そ
し
て
こ
の
精
誹
は
、
「
道
義
に
従
っ
て
君
父
に
従
わ
ず
、
君

父
に
従
う
に
も
従
う
べ
き
理
由
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
」
と
云
う
彼

の
主
張
に
壁
っ
て
い
る
。
即
ち
元
束
彼
の
能
力
主
義
は
、
「
朝
廷

に
は
燒
幸
で
不
嘗
な
官
位
に
つ
く
者
が
な
く
、
民
衆
の
間
で
は
愧

幸
で
安
柴
な
生
活
を
す
る
者
が
な
い
」
こ
と
を
理
想
に
し
て
、
人

間
は
何
か
―
つ
の
仕
事
に
有
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
官
職

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
確
信
を
出
稜
貼
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
君
子
は
器
で
は
な
い
」
と
云
っ
て
、
高
貴
な
人
間
は
道

具
で
は
な
い
と
す
る
孔
子
の
場
合
の
古
い
数
養
主
義
と
は
違
っ

て
、
そ
れ
は
近
代
的
な
官
僚
政
治
の
方
式
に
よ
る
官
吏
の
専
門
櫂

限
を
創
設
す
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

彼
の
中
央
集
櫂
的
官
僚
園
家
の
構
想
が
、
時
宜
を
得
て
お
り
、
祉

會
政
治
思
想
と
し
て
は
孔
子
の
そ
れ
よ
り
一
歩
進
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
祉
會
が
利
盆
に
よ
っ
て

結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
、
新
し
い
時
代
の
到
来
と
共
に
、
賢
者
を
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荀

子

の

證

詭

賢
者
と
し
て
尊
ぶ
道
義
に
よ
る
秩
序
が
い
よ
い
よ
尊
重
さ
れ
、
朧

法
に
よ
る
支
配
が
強
化
さ
れ
た
の
は
常
然
で
あ
っ
た
。

荀
子
の
麓
義
は
祉
會
正
義
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
最
も
端
的
に
は
、
身
分
的
謳
分
の
正
嘗
さ
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
、
義
は
「
分
の
基
準
」
で
あ
り
、
「
事
物
の
内
外

上
下
を
節
す
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
「
義
が
明
ら
か
に
な
る
」

こ
と
と
「
分
が
明
ら
か
に
な
る
」
こ
と
と
は
―
つ
で
あ
っ
た
。
事

物
が
全
て
都
合
よ
く
筋
道
に
か
な
っ
て
お
れ
ば
、
嘗
然
の
こ
と
と

し
て
、
身
分
的
匿
分
は
正
し
く
明
確
に
な
る
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ

゜

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
事
質
と
し
て
、
「
王
者
有
徳
」
、
「
有
徳
作

王
」
の
思
想
は
―
つ
の
理
想
に
過
ぎ
ず
、
現
質
の
階
級
的
身
分
と

そ
の
人
の
道
徳
性
が
一
致
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
だ
と
云
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
諫
争
輔
弼
の
臣
を
「
己
の
賊
」
と
な
し
、
仕
え

る
者
に
と
っ
て
唯
「
補
削
だ
け
あ
っ
て
橋
弼
の
な
い
」
、
闇
君
暴

君
の
敷
は
多
い
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
、
彼
は
「
君
主
の
寵
愛
を

保
持
し
て
高
位
に
お
り
、
終
身
あ
か
れ
な
い
術
」
を
堂
々
論
議
す

伺

る
こ
と
に
も
な
る
。

し
か
も
信
頼
で
き
な
い
こ
と
に
か
け
て
は
、
君
主
の
側
か
ら
見

た
民
衆
も
同
様
で
あ
る
。
民
衆
と
は
高
い
櫂
勢
と
厳
正
な
賞
罰
に

よ
っ
て
の
み
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
、
と
考
え
ら
れ

た
。
法
家
的
な
厳
罰
主
義
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
君
臣
闊

係
の
合
理
化
と
共
に
、
膿
義
は
図
家
櫂
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る

向

法
度
的
性
格
を
濃
厚
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
荀
子
に
は
、
王
覇
の
別
を
厳
し
く
云
い
な
が
ら
も
、
覇

道
を
容
認
す
る
風
が
強
い
。
と
云
う
よ
り
も
、
彼
は
現
賓
の
政
治

は
覇
道
だ
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
、
一
方
で
は
、
次
の
よ
う
な
歴
史
的
な
事
情
に
も

よ
っ
て
い
た
。
郎
ち
、
孔
子
の
春
秋
末
期
に
於
て
は
、
新
興
地
主
階

級
は
撞
頭
し
は
じ
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
階
級
の
利
盆
の
代

僻
者
た
る
孔
子
の
思
想
は
、
起
初
の
思
想
の
も
つ
普
遍
性
と
革
新

性
と
を
有
し
て
い
た
。
彼
は
民
衆
の
疾
苦
を
顧
み
て
、
こ
の
階

級
の
利
盆
を
十
分
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
孟
子
は
戦
図
前
期
に
生
れ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
新
興

地
主
階
級
の
勢
力
も
か
な
り
増
大
し
た
。
し
か
し
彼
ら
が
農
民
階

級
と
手
を
つ
な
い
で
、
「
民
を
安
ん
じ
て
王
と
な
る
」
こ
と
を
封

建
領
主
に
要
求
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
愛
り
は
な
い
。
だ
が

荀
子
の
時
代
に
な
る
と
、
地
主
階
級
の
勢
力
は
日
増
し
に
強
大
に

な
り
、
彼
ら
自
身
政
治
の
据
嘗
者
と
な
り
う
る
程
に
強
大
な
も
の

と
化
し
て
い
た
。
彼
ら
は
新
し
い
時
代
の
握
い
手
と
し
て
、
む
し

ろ
農
民
階
級
に
封
し
て
は
「
刑
法
」
を
以
っ
て
専
制
的
な
支
配
櫂

を
奮
い
、
統
一
の
賓
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
者
に
愛
っ
て
い
た
。
孔

子
は
復
古
を
説
き
、
孟
子
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
世
界
が
統
一
で
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き
る
か
を
重
視
し
、
荀
子
は
統
一
し
た
世
界
を
如
何
に
し
て
治
め

る
か
を
主
要
な
政
治
的
闘
心
と
し
た
ー
と
云
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

三
者
の
思
想
的
基
盤
て
あ
っ
た
新
興
地
主
階
級
の
質
的
菱
化
と
、

無
開
係
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
秦
に
よ
る
統

一
を
目
前
に
控
え
た
荀
子
に
は
、
現
質
に
櫂
力
的
な
側
面
を
容
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
、
孔
．
孟
の
場
合
よ
り
は
多
か
っ

た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

注
①
宰
牧
問
、
三
年
之
喪
、
期
已
久
突
、
君
子
三
年
不
為
證
、
綾
必

壊
、
三
年
不
為
築
、
築
必
崩
、
岱
殻
既
没
、
新
穀
既
升
、
銀
隧
改

火
、
期
可
已
芙
、
子
曰
、
食
夫
稲
、
衣
夫
錦
、
於
女
安
乎
、
曰
、

安
、
女
安
則
為
之
、
夫
君
子
之
居
喪
、
食
旨
不
甘
、
間
築
不
築
、

居
虞
不
安
、
故
不
為
也
、
今
女
安
則
為
之
、
宰
我
出
、
子
曰
、
予

之
不
仁
也
、
子
生
三
年
、
然
後
免
於
父
母
之
懐
、
夫
三
年
之
喪
、

天
下
之
通
喪
也
、
予
也
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎
（
論
語
、
陽

貨）
三
年
之
喪
何
也
、
曰
、
稲
惜
而
立
文
、
因
以
飾
群
別
親
疏
賓
賤

之
節
、
而
不
可
盆
損
也
、
…
…
将
由
夫
愚
陪
淫
邪
之
人
興
、
則
彼

朝
死
而
夕
忘
之
、
然
而
縦
之
、
則
是
曾
烏
獣
之
不
若
也
、
彼
安
能

相
興
群
居
而
無
胤
乎
、
（
膿
論
）

③
従
道
不
従
君
、
従
義
不
従
父
、

．．．．．． 
審
其
所
以
従
之
之
謂
孝
、

之
謂
貞
也
、
（
子
道
）

似
朝
無
幸
位
、
民
熊
幸
生
、
（
王
制
、
富
國
）

徳
必
稲
位
、
位
必
稲
緑
、
腺
必
稲
用
、
（
富
胴
）

荀

子

の

愁

説

ノ＼

分
不
胤
於
上
、

．．．．．． 
治
極
之
辮
也
、

兼
足
天
下
之
道
在
明
分
、
（
富
國
）

義
者
分
此
者
也
、
（
君
子
）

夫
義
者
、
内
節
於
人
、
而
外
節
於
萬
物
也
、
上
安
於
主
而
下
調

於
民
者
也
、
内
外
上
下
節
者
、
義
之
情
也
、
（
強
國
）

分
義
明
（
楊
注
、
分
謂
上
下
有
分
、
義
謂
各
得
其
宜
ー
強
國
）

③
故
諌
争
輔
彿
之
人
、
祉
稜
之
臣
也
、
國
君
之
喪
也
、
明
君
所
愈

厚
也
、
而
閻
君
以
為
已
賊
也
、
（
臣
道
）

事
暴
君
者
、
有
補
削
、
無
振
彿
、
（
臣
道
）

調
而
不
流
、
柔
而
不
屈
、
腐
容
而
不
胤
、
而
能
化
易
時
闘
内

之
、
是
事
暴
君
之
義
也
、
若
駁
撲
馬
、
若
養
赤
子
、
若
食
條
人

（
臣
道
）

持
寵
虞
位
、
終
身
不
厭
之
術
、
（
仲
尼
）

求
善
虞
大
重
、
招
寵
於
萬
乗
之
國
、
必
無
後
患
之
術
、
（
仲
尼
）

保
身
、
虞
世
の
術
が
公
然
と
説
か
れ
、
出
虞
進
退
が
や
か
ま
し

く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
注
目
に
債
す
る

⑯
治
之
経
、
嘘
興
刑
、
（
成
相
）

故
古
者
聖
人
以
人
之
性
悪
、
以
為
偏
険
而
不
正
、
惇
胤
而
不

治
、
故
為
之
立
君
上
之
勢
以
臨
、
明
證
義
以
化
之
、
起
法
正
而
以

治
人
、
重
刑
罰
以
禁
之
、
使
天
下
皆
出
於
治
、
合
於
善
也
、
（
性

悪）
我
以
墨
子
之
非
築
也
、
則
使
天
下
胤
、
墨
子
之
節
用
也
、
則
使

天
下
貧
、
…
…
若
是
則
瘤
、
痛
則
不
足
欲
、
不
足
欲
則
賞
不
行
、

．．．．．． 
貨
不
行
、
則
賢
者
不
可
得
而
進
也
、
罰
不
行
、
則
不
肖
者
不

(4) 
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荀
子
の
政
治
思
想
が
覇
道
を
容
認
す
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
は
、

そ
の
後
王
思
想
を
み
れ
ば
、
最
も
明
ら
か
で
あ
る
。
郎
ち
彼
は
、

嘘
義
法
度
の
起
源
を
聖
人
に
蹄
す
る
が
、
現
質
の
麗
法
の
制
定
と

施
行
に
際
し
て
は
、
現
質
の
君
主
の
櫂
勢
ほ
ど
有
用
な
も
の
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。
「
證
は
最
も
よ
く
聖
王
か
ら
生
じ
、
そ
の
聖

王
の
中
で
も
「
後
王
こ
そ
が
天
下
の
君
だ
」
と
い
う
所
以
で
あ

る
。
そ
れ
は
聖
人
で
は
な
く
、
聖
玉
で
あ
る
方
が
好
ま
れ
た
。

従
っ
て
彼
の
云
う
後
王
は
、
嘗
今
の
王
と
し
て
、
現
賞
の
絶
射

的
な
君
主
櫂
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
方
で
は
時
代
と
共
に
制
定
さ
れ
て
ゆ
く
證
法
の
制
定
・

四
荀

子

の

纏

設

可
得
而
退
也
、
…
…
（
富
國
）

荀
子
は
、
「
人
君
た
る
者
は
、
美
し
い
装
飾
が
な
け
れ
ば
民
を

―
つ
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
富
裕
な
財
力
が
な
け
れ
ば
下
を
統

轄
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
強
い
力
と
威
厳
が
な
け
れ
ば
暴
を
禁

じ
、
惇
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
考
え
て
い
た
。
彼
が
墨

子
の
節
用
を
非
難
す
る
理
由
の
―
つ
に
は
、
そ
れ
で
は
賞
典
に
よ

っ
て
民
衆
を
は
げ
ま
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
。

「
世
の
中
が
治
ま
る
の
は
刑
が
重
い
か
ら
で
あ
り
、
胤
れ
る
の

は
刑
が
軽
い
か
ら
だ
」
と
云
う
彼
は
、
刑
罰
ぱ
罪
に
應
じ
て
厳
重

に
行
え
と
主
張
す
る
者
で
あ
っ
た
。

擁
護
者
と
し
て
、
過
去
に
先
王
、
現
在
及
び
未
来
に
後
王
が
配
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
後
王
は
箪
な
る
嘗
今
の
王
で
は
な

い
。
後
王
の
法
度
は
先
王
以
束
の
傭
統
を
織
承
し
、
彼
ら
は
嘗
時

あ
る
い
は
将
束
に
興
る
べ
き
理
想
の
王
者
と
し
て
の
性
格
を
有
し

g
 

て
い
る
。

荀
子
は
嘗
時
流
行
し
て
い
た
、
か
な
り
で
た
ら
め
で
、
こ
じ
つ

け
に
類
す
る
先
主
誹
話
や
、
現
賓
を
省
み
な
い
懐
奮
派
に
は
承
服

で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
復
古
」
を
さ
え
口
に
す
る
彼
に
、
先

王
以
来
規
準
と
さ
れ
て
来
た
義
義
や
法
度
を
全
く
無
視
し
て
終
う

意
志
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
論
議
と
事
業
に
つ
い
て
人

君
の
心
す
べ
き
こ
と
は
「
昔
も
今
も
愛
り
が
な
く
」
、
そ
の
意
味

で
は
、
た
だ
後
生
に
法
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

彼
は
、
略
先
王
に
法
っ
て
は
い
る
が
、
後
王
に
法
っ
て
制
度
を
一

つ
に
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
儒
者
は
「
俗
儒
」
と
云
い
、
後
王
に

法
っ
て
制
度
を
―
つ
に
す
る
が
、
法
敷
の
及
ば
な
い
所
、
聞
見
の

至
ら
な
い
所
に
は
そ
れ
を
類
推
し
て
行
う
だ
け
の
知
が
な
い
の
を

「
雅
儒
」
と
云
い
、
先
王
に
法
り
麗
義
を
統
べ
制
度
を
―
つ
に
す

る
者
を
「
大
儒
」
と
云
っ
た
。
即
ち
、
「
法
規
の
あ
る
も
の
は
そ
れ

に
よ
っ
て
行
い
、
法
規
の
な
い
場
合
は
類
例
を
以
っ
て
行
う
」
の

が
理
想
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
の
臨
機
應
愛
の
態
度
は
、
先
王

の
道
を
學
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
判
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
、
王
制
の
「
序
官
」

八
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證

説

に
見
え
る
天
王
・
辟
公
以
下
の
諸
官
の
名
や
職
務
に
つ
い
て
の
詳

細
な
記
事
、
證
論
に
於
け
る
喪
證
の
衣
服
や
器
具
に
つ
い
て
の
細

か
な
記
述
、
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
彼
は
古
く
か
ら
各
地
で
行
わ

れ
て
来
た
證
の
悔
統
に
通
暁
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
が
「
法
度

を
―
つ
に
す
る
」
と
云
う
の
は
、
こ
う
い
う
諸
霞
を
整
理
統
合
し

て
‘
―
つ
の
制
度
に
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
新

し
い
博
統
は
、
古
い
傭
統
の
上
に
う
ち
立
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
と

さ
れ
て
い
た
。

薔
来
の
偲
統
か
尊
重
さ
れ
た
と
は
云
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
は
決
し
て
古
い
個
統
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
尊
重
さ
れ
た
と
い
う

諄
で
は
な
い
。
孔
子
や
孟
子
は
前
代
の
政
治
機
構
を
踏
製
し
よ
う

と
し
た
が
、
荀
子
は
全
く
新
し
い
統
一
國
家
の
主
櫂
者
の
興
起
を

笙
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
佑
制
度
を

乗
り
越
え
て
、
新
し
い
時
代
の
精
紳
に
ふ
さ
わ
し
い
、
新
し
い
制

固

度
が
創
設
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
我
々
は
、
祉
會
の
構
造
を
完
成
す
る
と
共
に
こ
れ
を
持
績

さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
ち
、
そ
の
た
め
に
機
構
の
強
化
を
意

圏
す
る
に
至
る
者
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
、
「
法
度
を
―
つ
に
す
る
」

こ
と
と
共
に
「
こ
れ
に
よ
く
民
衆
を
従
わ
せ
る
」
こ
と
を
後
王
の

使
命
と
考
え
、
そ
の
理
想
と
す
る
祉
會
の
持
績
を
圏
っ
て
、
統
制

力
を
強
化
し
よ
う
と
努
め
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
勿
論
新
し

い
時
代
の
握
い
手
と
し
て
は
、
嘗
然
必
要
な
配
慮
で
あ
っ
た
。
だ
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が
い
ず
れ
の
図
家
形
態
に
於
て
も
、
支
配
そ
の
も
の
は
不
正
で
は

な
い
が
、
民
衆
の
平
和
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
ど
の
形
態
が

最
便
宜
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
諸
図
家
形
態
の
優
劣
の

問
題
も
自
ら
定
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
黙
に
於
て
、
家
産
官
僚

制
的
支
配
を
採
用
し
た
荀
子
の
統
治
形
式
は
、
決
し
て
十
分
で
ぱ

な
か
っ
た
。
官
吏
は
個
人
的
な
従
隔
者
で
あ
り
、
支
配
者
は
二
の

支
配
櫂
を
、
自
分
の
個
人
的
所
有
櫂
の
一
部
面
と
し
て
行
使
し

た
。
偲
統
主
義
と
支
配
者
の
恣
意
が
こ
の
政
櫂
の
特
徽
で
あ
る

が
、
支
配
者
は
そ
の
軍
事
力
と
行
政
組
織
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
傭
統
の
拘
束
を
受
け
な
い
恣
意
的
櫂
力
の
及
ぶ
範

園
を
撒
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
こ
う
い
う
獨
裁
的
た
櫂

力
か
人
々
の
自
由
を
奪
う
時
、
人
民
の
生
々
澄
刺
の
氣
は
失
わ
れ

て
い
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
し
か
ふ
偲
統
主
義
は
、
い
つ
で
ふ
獨

裁
的
な
支
配
櫂
を
制
肘
す
る
方
向
に
だ
け
働
く
と
は
限
ら
な
い
。

そ
れ
が
祉
會
的
な
停
滞
を
も
た
ら
し
て
、
思
想
の
根
源
性
を
見
失

わ
せ
る
こ
と
も
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
祉
會
が
停
滞

す
れ
ば
、
そ
の
内
部
的
な
過
程
ぱ
慣
習
の
軌
道
に
沿
う
て
圃
滑
に

進
展
す
る
に
し
て
も
、
究
極
に
於
て
祉
會
は
退
歩
の
方
向
に
進
む

で
あ
ろ
う
。
官
僚
の
事
務
掌
理
の
し
方
が
弾
力
性
を
失
え
ば
、
人

々
の
生
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
枯
渇
し
て
終
う
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
新
し
い
時
代
を
招
来
し
よ
う
と
す
る
彼
の
後
王
思
想
は
、
反

面
に
於
て
社
會
構
造
を
固
定
化
し
、
祉
會
停
滞
を
も
た
ら
す
一
因



荀

子

の

盟

詭

と
も
な
っ
た
。

こ
れ
ら
を
綜
合
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
色
あ
る
性
悪

説
か
ら
獨
占
的
な
特
櫂
や
門
閥
・
身
分
否
定
の
思
想
を
展
開
し
、

新
時
代
の
新
組
織
を
創
設
し
よ
う
と
し
た
荀
子
の
立
場
は
革
新
的

で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
面
、
彼
は
民
衆
の
自
律
を
認
め
ず
、
絶
封

櫂
力
の
支
持
を
必
要
と
し
て
、
支
配
す
る
者
の
立
場
に
立
つ
多
く

の
襲
言
を
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
正
し
く
、
封
建
貴
族
や
下
層
農

民
の
立
場
で
は
な
く
、
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
地
主
階
級
の
立
場

に
最
も
よ
く
適
合
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
う
い
う
中
間
的
な
立
場

こ
そ
は
儒
家
思
想
の
本
質
と
も
云
え
る
も
の
で
あ
り
、
漢
以
後
二

千
年
餘
の
長
期
に
渉
っ
て
儒
家
思
想
が
絶
大
な
勢
力
を
奮
い
え
た

所
以
で
あ
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
①
蹄
莫
大
於
分
、
分
莫
大
於
嘘
、
證
莫
大
於
聖
王
、
聖
王
有
百
、

吾
執
法
焉
、
…
…
故
曰
、
欲
観
聖
王
之
跡
、
則
於
其
祭
然
者
突
、

後
王
是
也
、
彼
後
王
者
、
天
下
之
君
也
、
舎
後
王
而
道
上
古
、
璧

之
是
猶
舎
己
之
君
而
事
人
之
君
也
、
（
非
相
）

③
百
王
之
道
、
後
王
是
也
、
（
不
荀
）

論
法
聖
王
、
則
知
所
貴
突
、
…
…
故
尊
聖
者
王
、
貴
賢
者
覇
、

敬
賢
者
存
、
慢
賢
者
亡
、
古
今
一
也
、
故
尚
賢
使
能
、
等
費
賤
、

分
親
疏
、
序
長
幼
、
此
先
王
之
道
也
、
（
君
子
）

⑱
略
法
先
王
而
不
知
其
統
、
猶
然
而
材
劇
志
大
、
聞
見
雑
博
、
案

往
想
造
設
、
謂
之
五
行
、
甚
僻
違
而
無
類
、
幽
隠
而
無
解
、
案
飾

其
僻
而
祗
敬
之
、
曰
、
此
屈
先
君
子
之
言
也
、
子
思
唱
之
、
孟
朝

和
之
、
…
・
：
是
則
子
思
孟
詞
之
罪
也
、
（
非
十
二
子
）

い
夫
詩
甚
轄
築
之
分
、
固
非
庸
人
之
所
知
、
故
曰
、
一
之
而
可

再
、
有
之
而
可
久
也
、
…
…
反
訟
察
之
而
愈
可
好
也
（
榮
局
）

王
者
之
制
、
道
不
過
三
代
、
法
不
賦
後
王
、
：
．．．． 
整
則
凡
非
雅

整
者
拳
襄
色
則
凡
非
愁
文
者
翠
息
、
械
用
則
凡
非
葱
器
者
拳

毀
、
夫
是
之
謂
復
古
、
是
王
者
之
制
也
、
（
王
制
）

略
法
先
王
而
足
胤
世
術
、
謬
學
雑
泉
、
不
知
法
後
王
而
一
制
度

…
…
是
俗
儒
者
也
・
・
・
・
・
・
（
儒
敦
）

有
法
者
以
法
行
、
無
法
者
以
類
學
、
（
王
制
、
大
略
）

由
士
以
上
、
則
必
以
證
築
節
之
、
衆
庶
百
姓
、
則
必
以
法
敷
制

之
、
（
富
國
）

固
後
王
が
證
築
よ
り
は
法
度
の
方
に
、
よ
り
多
く
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
彼
は
そ
の
後
王
思
想
の
中
で
、
能

率
的
な
行
政
装
置
を
も
つ
、
新
し
い
國
家
機
構
を
考
え
て
い
た
。

①
君
者
國
之
隆
也
、
父
者
家
之
隆
也
、
隆
一
而
治
、
二
而
胤
、

（
致
士
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
支
配
が
第
一
次
的
に
は
僻
統
を

志
向
し
、
貰
際
の
櫂
力
行
使
は
首
長
の
完
全
な
私
櫂
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の
支
配
を
家
産
制
的
支
配
と
云
っ
た
。

そ
れ
は
家
父
長
制
的
支
配
の
一
種
と
見
な
さ
れ
た
。

附
記
本
稿
脱
稿
後
、
小
鳥
祐
馬
著
「
耽
會
思
想
史
上
に
お
け
る
孟

子
」
（
カ
ル
ビ
ス
文
化
叢
書
）
を
讀
む
機
會
を
得
た
。
そ
こ
で

小
島
博
士
ぱ
、
「
孔
子
は
そ
の
嘗
時
の
枇
會
を
氏
族
共
同
髄

（
祭
祀
共
同
儘
）
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
の
に
封
し
、
孟
子
は
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家
族
共
同
盤
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
」
と
説
い
て
、
二
子
の
対

象
と
し
て
い
る
枇
會
の
相
異
貼
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
利
盆
祉
會
の
説
を
も
っ
て
、
孟
子
の
祉
會
思
想
に
反
封
し
た

思
想
家
と
し
て
、
荀
子
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
執
筆

前
に
、
こ
の
著
を
誤
む
機
會
を
得
て
い
た
な
ら
ば
、
私
の
考
察

も
よ
り
徹
底
し
、
整
理
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ろ
う
と
思
わ
れ

る。

荀

子

の

證

謡
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